
平成２５年２月２７日 

総 情 地 第 １ ５ 号 

 

地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５

５号）及び総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）

に定めるほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付の目的等） 

第２条 この補助金は、国が都道府県、市町村（一部事務組合又は広域連合を含む。以下

同じ。）、都道府県若しくは市町村の連携主体（交付金に係る事務の処理をその代表とな

る都道府県又は市町村に委任をして実施することを約した複数の都道府県及び市町村を

いう。以下同じ。）、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人（以下「第三セクター

法人」という。）又は一般社団法人若しくは特例民法法人（以下「一般社団法人等」とい

う。）に対し、地域公共ネットワーク等強じん化事業（以下「補助事業」という。）に要

する経費の一部補助を行うことにより、地域における情報通信基盤の強じん化を図るこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「補助事業」とは、地域における情報通信基盤の強じん化を図

るための事業であって、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）地域公共ネットワーク整備事業 

地方公共団体又は第三セクター法人が所有し、災害発生時に重要な拠点となる地

域の主な公共機関等をつなぐ電気通信ネットワークについて、通信網切断による情

報遮断の回避といった防災上の観点から、切断が想定される箇所等の無線又は有線

による多重化や迂回路の整備等を行う事業であって、都道府県、市町村、都道府県

若しくは市町村の連携主体又は第三セクター法人が行うものをいう。 

（２）地域ケーブルテレビネットワーク整備事業 

市町村又は第三セクター法人が所有し、災害発生時に地域において重要な情報伝

達手段となる放送・通信ネットワークについて、放送・通信網切断による情報遮断

の回避といった防災上の観点から、有線網切断が想定される箇所等の一部無線化・

複線化・ループ化や、監視制御機能の強化に係る設備の整備を行う事業であって、

市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人が行うものをいう。 
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（３）電気通信ネットワーク整備事業 

電気通信事業者（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第５号又

は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律

第１１２号）第２条第１項に規定する指定公共機関に限る。以下同じ。）が所有する

電気通信ネットワークのうち、切断等により広範囲の通信障害や防災上必要な通信

の確保に支障等が生じるおそれがある設備について、無線又は有線による多重化や

迂回路の整備等を行う事業に対して、別表に掲げる経費を助成する事業であって、

一般社団法人等が行うものをいう。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の額は、別表に掲げる経

費の総額とする。 

 

（交付額） 

第５条 総務大臣（以下「大臣」という。）は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞ

れ同表の中欄に掲げる額を予算の範囲内において同表の右欄に掲げる対象となる都道府

県、市町村、都道府県若しくは市町村の連携主体、第三セクター法人又は一般社団法人

等に補助する。ただし、交付決定の額は、交付決定単位ごとに、一件あたり１００万円

をそれぞれ下限とする。 

区分 額 対象 

地域公共ネットワーク整備事業 補助対象経費の 

２分の１に相当する額 

都道府県、市町村又は

都道府県若しくは市町

村の連携主体 

補助対象経費の 

３分の１に相当する額 

第三セクター法人 

地域ケーブルテレビネットワーク整

備事業 

補助対象経費の 

２分の１に相当する額 

市町村又は市町村の連

携主体 

補助対象経費の 

３分の１に相当する額 

第三セクター法人 

電気通信ネットワーク整備事業 補助対象経費の 

３分の１に相当する額 

一般社団法人等 

２ 算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とす

る。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする都道府県、市町村、都道府県若しくは市町村の連
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携主体、第三セクター法人又は一般社団法人等（以下「申請者」という。）は、様式第１

号による交付申請書を大臣が別に定める日までに大臣に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相

当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分

の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）を減額

して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明ら

かでないものについては、この限りではない。 

 

（交付決定の通知） 

第７条 大臣は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、様式第２号による交付決定通

知書により申請者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

３ 大臣は、第１項による交付の決定を行うに当たっては、前条第２項により補助金に係

る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、

適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。 

４ 大臣は、前条第２項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消

費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の

条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付決定の通知を受けた都道府県、市町村、都道府県若しくは市町村の

連携主体、第三セクター法人又は一般社団法人等（以下「補助事業者」という。）は、交

付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることがで

きる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第１項の通

知があった日から２０日以内に、様式第３号による交付申請取下げ届出書を大臣に提出

しなければならない。 

 

（変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該当

するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第４号による変更承認申請書

を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）経費の配分を変更するとき。ただし、別表に掲げる経費区分相互間における増減
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であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の２０パーセントを超えるもの以外

の軽微な変更を除く。 

（２）補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要が

ある場合 

イ 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により

計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる

場合 

ウ 補助目的及び事業能率に関係なき事業計画の細部変更である場合 

２ 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又

は条件を付すことができる。 

３ 大臣は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、様

式第５号による補助金交付決定変更通知書により補助事業者に通知するものとする。 

４ 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様

式第６号による中止（廃止）承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

 

（事故の報告）  

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれ

る場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第７号による事故報告

書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、大臣から要求があっ

た場合は、速やかに様式第８号による状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたとき

を含む。）は、その日から起算して１か月を経過した日又は翌会計年度の４月５日のいず

れか早い日までに、様式第９号による報告書を大臣に提出しなければならない。この場

合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、大臣の

承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了せずに国の会計年度が終了したときは、交付の決定に

係る会計年度の翌年度の４月３０日までに前項に準ずる報告書を大臣に提出しなければ

ならない。 

３ 補助事業者は、第１項の報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が
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明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。  

 

（額の確定等） 

第１３条 大臣は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調

査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条

の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１０号による補助金の額の

確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。 

４ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、大臣は、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（支払） 

第１４条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うもの

とする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払い

をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第１１

号による補助金精算（概算）払請求書を大臣に提出しなければならない。 

３ 補助事業者（都道府県、市町村、都道府県又は市町村の連携主体及び第三セクター法

人を除く。）は、第１項ただし書により補助金の交付を受けたときは、遅滞なくこれを間

接補助事業者（電気通信事業者に限る。以下同じ。）に交付しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 大臣は、第９条第４項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は

次に掲げる場合には、第７条の決定の内容（第９条第１項の規定に基づく承認をした場

合は、その承認した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違

反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

（４）交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 
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２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるも

のとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令

に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセント

の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第１３条第

４項の規定を準用するものとする。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第１２号の報告書を大臣

に提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずるものとする。 

３ 第１３条第４項の規定は、前項の返還について準用するものとする。 

 

（補助事業の経理） 

第１７条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、

その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支

に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存してお

かなければならない。 

 

（間接補助金交付の際付すべき条件） 

第１８条 補助事業者（都道府県、市町村、都道府県又は市町村の連携主体及び第三セク

ター法人を除く。以下この条において同じ。）は、電気通信ネットワーク整備事業を行う

間接補助事業者に補助するときは、第８条から前条まで及び第２０条に準ずる条件並び

に次の条件を付さなければならない。 

（１）間接補助事業者が当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下こ

の条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格が単価５０万円以上のもの

について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保

に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助事業者の承認を

受けなければならないこと（大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合

を除く。）。 

（２）間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、

その収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることがあること。 
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（３）間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理

者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営

を図らなければならないこと。 

２ 補助事業者は、前項により付した条件に基づき補助事業者の長が承認又は指示をする

場合は、あらかじめ様式第１３号による承認申請書を大臣に提出し、大臣の承認又は指

示を受けなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項第２号により間接補助事業者から補助事業者に財産処分による

納付があったときは、当該補助金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければな

らない。 

 

（直接補助金交付の際付す条件） 

第１９条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下こ

の条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格が単価５０万円以上のものにつ

いて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ様式第１３号による承認申請書を

大臣に提出し、大臣の承認を受けなければならない（大臣が別に定める財産の処分制限

期間を経過した場合を除く。）。 

２ 大臣は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、

その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。 

３ 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意

をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

（財産の処分による収入の納付等） 

第２０条 補助事業者は、第１８条第３項及び第１９条第２項の規定により、財産の処分

による収入の全部又は一部を国に納付する場合には、速やかに様式第１３号による承認

申請書又は届出書を大臣に提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項の提出があった場合には、当該収入の全部又は一部の納付を命ずるもの

とする。 

３ 第１項の財産の処分による収入の納付期限は、前項の命令をした日から起算して２０

日以内とし、期限内に納付がない場合には、大臣は、未納に係る金額に対して、その未

納に係る期間に応じて年利５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（取得財産等の処分に関する承認の特例） 

第２１条 第１８条第２項及び第１９条第１項の規定による取得財産等の処分に関する大

臣の承認については、大臣が別に定める基準に該当する場合は、様式第１３号による届
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出書の提出をもって大臣の承認があったものとして取り扱う。ただし、当該届出書に記

載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。 

 

（収益納付） 

第２２条 補助事業者（都道府県、市町村、都道府県又は市町村の連携主体及び第三セク

ター法人を除く。次項において同じ。）は、間接補助事業によって整備された施設の運営

又は貸与により相当の収益が生じたと認められる場合は、当該事業を行う間接補助事業

者に対し、収益の一部を補助事業者に納付すべき旨を命じることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により間接補助事業者から施設の運営又は貸与による納付

があったときは、国庫補助金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならな

い。 

３ 大臣は、当該事業を行う都道府県、市町村、都道府県若しくは市町村の連携主体及び

第三セクター法人に、補助事業によって整備した施設の運営又は貸与により相当の収益

が生じたと認められる場合は、国庫補助金に相当する額の全部又は一部を国に納付すべ

き旨を命じることができる。 

４ 収益及び納付すべき金額の計算の方法並びに収益の状況に関する報告の徴収その他前

項の納付に関し必要な事項は、大臣が別に定める。 

 

（書類の提出） 

第２３条 この要綱に定める申請書その他の書類（電気通信ネットワーク整備事業に係る

ものを除く。）は、正本１通に副本１通を添えて、当該都道府県又は市町村（都道府県又

は市町村の連携主体を代表する都道府県又は市町村を含む。）及び第三セクター法人の所

在地を管轄区域とする総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含む。）を経由して、大臣

に提出するものとする。 

２ 電気通信ネットワーク整備事業に係る申請書その他の書類については、正本１通に副

本１通を添えて、大臣に提出するものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第２４条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２５年２月２７日から適用する。  
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別表  

事業の区分 交付対象 内容 

１．地域公共ネット

ワーク整備事業 
施設・設備費 （１）次に掲げる施設・設備の設置等に要する経費 

（ア）局舎・センター施設 

（イ）鉄塔 

（ウ）外構施設 

（エ）伝送路設備 

（オ）無線アクセス装置 

（カ）送受信装置 

（キ）構内伝送路 

（ク）電源設備（予備電源設備を含む。） 

（ケ）監視制御・測定装置 

（コ）その他事業を実施するために必要な経費 

（２）（１）に掲げるもののほか、附帯施設（大臣が別

に定める施設・設備）の設置に要する経費 
（３）附帯工事費 

用地取得費・道

路費 

（１）前項の施設・設備を設置するために必要な用地

の取得及び道路の整備に要する経費（土地造成

費を含む） 

（２）附帯工事費 

２．地域ケーブルテ

レビネットワーク

整備事業 

施設・設備費 （１）次に掲げる施設・設備の設置等に要する経費 
（ア）局舎・センター施設 

（イ）鉄塔 

（ウ）外構施設 

（エ）伝送路設備 

（オ）無線アクセス装置 

（カ）送受信装置 

（キ）構内伝送路 

（ク）電源設備（予備電源設備を含む） 

（ケ）監視制御・測定装置 
（コ）ヘッドエンド装置 
（サ）その他事業を実施するために必要な経費 

（２）（１）に掲げるもののほか、附帯施設（大臣が別

に定める施設・設備）の設置に要する経費 

（３）附帯工事費 

用地取得費・道

路費 

（１）前項の施設・設備を設置するために必要な用地

の取得及び道路の整備に要する経費（土地造成費

を含む） 

（２）附帯工事費 

企画・開発費 （１）ソフトウェア購入費（ライセンス費を含む） 

（２）その他事業を実施するために必要な経費 

３．電気通信ネット

ワーク整備事業 

施設・設備費 （１）次に掲げる施設・設備の設置等に要する経費 

（ア）局舎・センター施設 

（イ）鉄塔 

（ウ）外構施設 

（エ）伝送路設備 

（オ）無線アクセス装置 

（カ）送受信装置 

（キ）構内伝送路 

（ク）電源設備（予備電源設備を含む） 
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事業の区分 交付対象 内容 

（ケ）監視制御・測定装置 

（コ）通信機能付き電力変換装置（発電・蓄電装置

含む） 

（サ）その他事業を実施するために必要な経費 

（２）（１）に掲げるもののほか、附帯施設（大臣が別

に定める施設・設備）の設置に要する経費 

（３）附帯工事費 
用地取得費・道

路費 

（１）前項の施設・設備を設置するために必要な用地

の取得及び道路の整備に要する経費（土地造成

費を含む） 

（２）附帯工事費 

企画・開発費 （１）ソフトウェア購入費（ライセンス費を含む） 

（２）その他事業を実施するために必要な経費 
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